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研究成果の概要（和文）：大学院教育の質保証に関する国際的関心が高まっていることから、わが国、ヨーロッパおよ
びアメリカのいくつかの先進的大学における面談調査により得られた、国際化、使用言語、キャンパス、大学組織・管
理運営、教職員、奨学金、教育システム、学位プログラム、入学、カリキュラム、単位、試験、評価、研究指導、論文
審査委員会、公聴会、学位授与、学生の雇用を含む多岐にわたる結果に基づいて、学士課程および大学院課程の工学教
育および学位プログラムの現状ならびに将来動向に関する国際比較研究を行った。

研究成果の概要（英文）：In view of increased global interest in the quality assurance of education of the 
graduate school of university, an international comparative research was made of the current state and the
 future prospect of engineering education and degree program of the undergraduate and graduate courses at 
several leading universities in Japan, Europe and America based on the wide range of results obtained thro
ugh interview including internationalization, language, campus, organization and administration of univers
ity, faculty and staff, scholarship, education system, degree program, admission, curricula, unit, examina
tion, grading, supervise of research, thesis assessment committee, defense, awarding degree, employment of
 student.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１． 研究開始当初の背景 
 わが国では、大学院における教育の国際的
通用性および信頼性の向上、ならびに教育内
容の実質化を目指して、研究室内での教員の
主体的指導による研究室教育方法から講
義・演習を含むコースワークを重視した教育
方法への移行が検討されるなど、大学院教育
制度の改革が模索され続けている。ヨーロッ
パ諸国では、ボローニャ宣言に基づく新しい
教育制度の導入により、理解しやすく比較可
能な学位制度、学士課程と大学院課程との分
離、互換性のある単位制度の導入、学生およ
び教員の国際流動化促進などを含む新しい
教育プログラムが実施されている。このよう
な新しい教育制度の導入により、各国の歴史、
文化および伝統に基づいて永年にわたり培
われてきた教育制度が統一の方向に収束す
るのか、あるいは多様性が根本的に維持され
るのか、その動向が注目されている。アメリ
カでは、逆にヨーロッパに永年にわたり根付
いてきたディプロムシステムの長所を取り
入れた新しい大学院教育制度が導入される
など、教育制度の改善に向けた努力が継続さ
れている。このように、大学院教育の質保証
に関する関心が国際的に高まっている。 
 
２．研究の目的 
 わが国、ヨーロッパおよびアメリカの主要
な先進的研究型大学の大学院課程およびそ
の前段階を形成する学士課程における工学
教育ならびに学位プログラムの現状と将来
に関連する多岐にわたる詳細な情報を収集
し、定性的かつ定量的観点から国際比較する
ことにより、各国あるいは各大学の相違点お
よび類似点を抽出しながらそれらの特質を
明らかにする。また、類型化された分析結果
に基づいて、我が国における工学を含む幅広
い専門分野に係る大学院教育改革の望まし
い方向性に関する指針を定める際に必要と
なる資料を提供する。 
 
３．研究の方法 
 わが国、フランス、スイス、デンマークお
よびオーストリアを含むヨーロッパ各国、な
らびにアメリカの主要な先進的研究型大学
を訪問し、面談調査方式により、各国の高等
教育制度、関連法規、関連官庁および高等教
育機関、各大学の歴史、キャンパス、規則、
教育・研究組織、管理運営、予算、使用言語、
国際化、教職員組織、学生、教育目標、教育
課程、奨学金制度、入学者選抜、カリキュラ
ム、教授方法、単位、試験、成績評価、学位
プログラム、学位取得要件、研究内容、研究
指導教員、学位論文作成、学位授与審査方法、
学位授与審査委員会構成、公聴会、学生の雇
用および学位取得後の進路など多岐にわた
る項目に関して詳細かつ系統的な情報収集
を行った。また、必要に応じて、各国の企業
関係者と懇談し、高等工学教育に関する率直
な意見交換を行った。 

 ヨーロッパの各大学においては、ボローニ
ャ宣言に基づく新しい教育制度の導入によ
り、学士課程と大学院課程との分離、比較可
能な学位プログラム、互換性のある単位制度
の導入、学生および教員の国際流動化などが
どの程度進捗しているのか、また従来のディ
プロム課程－博士課程からなる教育制度と
比較して新しい教育制度の優れている点お
よび劣る点に注目しながら、調査を行った。 
 アメリカ・カリフォルニア大学バークレー
校の調査においては、学術評議会および大学
院部門の役割、学位プログラムの多様性、学
士課程と大学院課程との関係、大学院生の雇
用および講義・実験等において果たす役割の
重要性などに特段の関心を払った。 
 日本の大学における調査では、研究室教育
の重要性および実施状況、国際化への取り組
み、講義・演習などコースワーク重視への転
換など、中央教育審議会答申で指摘された事
項を中心に意見を聴取した。 
 
４．研究成果 
 代表的な大学の学士課程および大学院課
程における工学教育と学位プログラムの概
要を以下に示す。なお、審査委員、発表時間
等に係る数値は、同一大学でも学部、学科あ
るいは研究室により異なる場合がある。 
（１）アメリカ・カリフォルニア大学バーク
レー校 
学士課程の入学者選抜に際しては、高等学

校における学業績積、大学進学適性試験の成
績、個人陳述書の記載内容などに基づいて、
学力だけでなく、創造性、指導力、責任感な
ど人格的側面も合わせて総合的に評価され
る。1 年は 2 セメスタからなり、4 年間（標
準学修期間）に、120 単位（Unit）以上に相
当する科目を修得する。学修年次の進捗に伴
い、基礎数学に始まり、応用数学、物理学お
よび化学などの自然科学科目、工学基礎科目、
基盤的専門科目、応用的専門科目を経て実
験・実習科目に至る体系的構造のカリキュラ
ムが提供されている。なお、日本およびヨー
ロッパの大学で普及している卒業論文は課
せられていないが、実験科目には力が注がれ
ており、専用の実験設備・装置を用いて、教
員、大学院生講師、技術系職員などにより、
懇切丁寧な少人数教育が行われている。機械
工学科の場合、大学院進学率は 50 %以下であ
り、後述するヨーロッパの大学および東京大
学と比較して低い。 
 大学院課程では種々の学位プログラムが
提供されているが、中でも重視されているの
が理学修士・博士学位であり、標準履修期間
5 年～6 年を通じた一貫教育により修士およ
び博士の学位が授与される。大学院評議会の
執行組織として設置されている大学院部門
は、毎年、教育、学位授与、中途退学者防止
などの実施状況に基づいて、各学科への入学
者数を割り当てる。各学科は、割り当てられ
た入学者数を念頭に置きながら、学士課程の



学業成績、英語能力、履歴、大学院入学適性
試験の成績、推薦書および目的陳述書の記載
内容などに基づいて、大学院における教育研
究に関する申請者の適格性を総合的に評価
し、順位をつけて入学候補者の推薦を行う。
その中から大学院部門が最終的な入学者を
確定する。 
入学から博士学位取得に至るまでの模範

的な学修課程は次のとおりである。 
1 年次：研究指導教員の決定、予備試験の準
備、修士論文研究に着手 
2 年次：予備試験受験、修士学位資格取得、
修士学位報告書作成、修士学位取得、博士論
文研究に着手 
3 年次：博士学位資格取得試験受験、講義科
目の学修終了 
4 年次：博士論文研究遂行、博士学位資格取
得 
5 年次・6 年次：博士講演実施、博士論文作
成、博士学位取得 
 講義科目の総取得単位数は 36 単位であり、
各セメスタにおいて 15 単位以上登録する必
要がある。学生は 1 つの主専攻に加えて 2 つ
の副専攻を登録しなければならない。博士学
位取得に向けて研究を継続するためには、主
専攻の GPA が 3.5 以上、副専攻の GPA が 3.0
以上の学業成績を修める必要がある。成績が
優秀な博士学生は、経済的援助の一環として、
大学院生講師、大学院生研究者、リーダなど
として雇用され、各自の研究を推進する傍ら、
教員の指導の下に講義、実験あるいは実習に
従事する。 
 予備試験は学生の学位取得の可能性を前
もって判断するために、教科書等の持ち込み
なしで筆記方式により実施される。学士課程
における学修内容から出題される 9 科目のう
ち 3 科目に合格しなければならない。博士学
位資格取得試験は、学生が主専攻に関連した
テーマに応用できる基礎知識および原理を
幅広く理解していること、ならびに研究テー
マの理論的および応用的側面について深く
掘り下げて考察する能力を有することを確
認するために、4 名～5 名の学術評議会バー
クレー部会委員で構成される審査委員会の
全委員出席の下で、口頭試問方式により 2 時
間～3 時間にわたり実施される。博士学位資
格取得試験に合格し、十分な英語能力を有す
ること、学業成績が優秀であること、博士論
文審査委員会の設置が確実であることなど
の必要条件を満たした後、主研究指導教員お
よび博士論文審査委員会委員長の署名入り
の申請書を提出することにより、博士学位資
格を取得することができる。 
博士論文には、プランＡとプランＢの 2 種

類があり、機械工学科を含む多くの学科で後
者が採用されている。プランＡでは博士論文
審査委員会は 5 名の教員で構成され、公聴会
の開催が必須である。プランＢでは博士論文
審査委員会は 3 名の教員で構成され、公聴会
の開催は同委員会の自由裁量に任されてい

るが、開催されないことが多い。 
博士論文審査委員会は、内部および外部か

ら選出される委員で構成され、内部委員が過
半数を占める。なお、委員長は、博士学位資
格取得試験委員会委員長を兼務することは
できない。通常、主研究指導教員が博士論文
審査委員会委員長に就任し、博士学位資格取
得試験委員会委員長には別途選出される内
部委員が就任する。博士論文がほぼ完成した
時点で、その内容について、公開の場で 1 時
間程度の博士講演が実施される。 
 
（２）オーストリア・ウイーン工科大学 
全学的に、ボローニア宣言に則った教育制

度が導入され、学士課程、修士課程および博
士課程の 3 段階からなる BMD システムに基
づく教育が実施されている。１学年は 2 セメ
スタからなり、学修時間は1500時間から1800
時間、修得単位数は 60 単位（ECTS）である。
学士課程、修士課程および博士課程のいずれ
の課程においても、教育に使用される言語は
ドイツ語 90 ％ならびに英語 10 ％である。
学業成績の区分は 5 段階制であり、7 段階制
の EU の学業成績区分とは若干異なる。 
 学士課程への入学に際し、選抜試験は課せ
られず、後期中等教育課程卒業資格を有して
いれば、申請者全員に対し入学が許可される。
また、後期中等教育課程での成績が考慮され
ることもない。その結果、学力の劣る学生が
入学し、大学の授業で不合格となるため、１
年次修了時に、入学時の学生数の約半数にも
達する膨大な数の学生が大学を去る。標準学
修期間は 3 年であり、修得単位数は講義科目、
実験実習科目、卒業研究などを合わせて 180
単位である。第 6 セメスタに 3 か月間実施さ
れる卒業研究は必須科目であり、15 単位が
割り当てられる。公聴会において、15 分の口
頭発表の後、30 以内の質疑応答がなされる。
講義科目、実験実習科目、卒業研究などの学
業成績に基づいて、学位授与審査がなされる。
学位取得者は入学時に登録した学生の約半
数であり、ほぼ全員が修士課程に進学する。 
 修士課程への進学に際して選抜試験は課
せられない。標準学修期間は 2 年、総修得単
位数は 120 単位であり、その内訳は、講義・
演習などいわゆるコースワークが 90 単位、
修了研究が 30 単位である。必須科目の修了
研究は第 4 セメスタに設定され、学修期間は
6 ヵ月である。公聴会において、20 分～30 分
の口頭発表の後、30 分以内の質疑応答がなさ
れる。学位授与審査委員会は、通常、学務部
長、指導教授および同一専門分野の教授の計
3 名で構成され、公聴会開催後、コースワー
クおよび修了研究の学業成績に基づいて学
位授与審査がなされる。初年度に登録した学
生のほぼ全員が学位を取得する。 
 博士課程への入学に際し、学内の学生に

対して選抜試験は行われない。指導教授は、
修士課程における成績を参考にして、入学者
の中から受け入れ学生を選定する。学修期間



は一般に 4 年から 5 年であり、学生には外部
資金から給与が支払われる。総修得単位数は、
博士論文 162 単位とコースワーク 18 単位と
を合わせた 180 単位である。研究題目および
指導方法は指導教授に一任されているが、指
導教授と研究題目は学務部長の確認を受け
る必要がある。学位授与審査委員会は学務部
長、指導教授および同じ専門分野の教授を含
む 3 名～5 名の教授で構成され、学務部長が
委員長となる。学内委員の数に制限はなく、
学外委員の招聘が強く推奨される。提出され
た博士論文は、指導教授と学位授与審査委員
会委員 1 名の計 2 名で構成される査読委員会
の審査を受ける。論文査読に合格すると、公
聴会が開催され、45 分の口頭発表の後、45
分以内の口頭試問がなされる。公聴会終了後、
学位授与審査委員会により、博士の学位授与
可否の決定がなされる。学位申請にあたり、
博士論文の重要な内容を含む論文を権威あ
る学術誌上に予め公表しておくことは、公式
には要求されていないが、実際には 3 編～5
編の論文を発表しておくことが強く推奨さ
れている。 
 
（３）スイス・連邦工科大学チューリッヒ校 
スイスには伝統的な意味での研究型大学

が 12 大学あり、2 大学は国立、残りの 10 大
学は州立である。その中で、大学院レベルの
高等工学教育を担うのが国立の連邦工科大
学チューリッヒ校と連邦工科大学ローザン
ヌ校であり、10 の州立大学では法学、社会科
学などに関する教育が行われている。スイス
における高等工学教育と先端科学技術を推
進するにあたり重要な役割を担っているの
が連邦工科大学ドメインであり、前記両国立
大学と 4 国立研究所が所属する。 
連邦工科大学チューリッヒ校では BMD シ

ステムが導入され、1 セメスタセメスタで 30
単位（ECTS）、1 年間で 60 単位に相当する学
修がなされる。中等学校の卒業資格証取得者
に対して、学士課程の入学者選抜試験は課せ
られない。その結果、かなり多数の学生が、
学士の学位を取得することなく中途退学す
る。学士課程の標準学修期間は 3 年（6 セメ
スタ）であり、基礎科目、選択科目、工場実
習、研究室実習、修了研究など合わせて 180
単位に相当する科目の学修がなされる。スイ
スの国語はドイツ語、フランス語、イタリア
語およびレトロマンス語であるが、この大学
の教育と研究にはドイツ語が使用される。卒
業研究は第 6 セメスタに設定され、学修期間
は 3 ヶ月、修得単位数は 14 単位である。卒
業研究の題目および指導教授の選択は学生
に任されている。学生は学士論文を提出する
とともに、公聴会において口頭発表を行わな
ければならない。学位授与審査委員会は 3 名
の教授で構成され、学外者を招聘することも
可能であるが、きわめてまれである。公聴会
では、15 分～20 分の口頭発表の後 5 分～10
分の口頭試問が行われる。学士の学位取得者

の大半が修士課程へ進学する。  
修士課程への進学に際して選抜試験は課

せられないが、学士課程での学業成績が優秀
でなければならない。修士課程での標準学修
期間は 2 年であり、90 単位あるいは 120 単位
に相当する学修がなされる。教育と研究には
原則として英語が使用される。カリキュラム
は、コアコース、複合領域コース、人文・社
会・政治科学、セメスタープロジェクト、工
場インターンシップおよび修了研究の 6 つの
カテゴリから構成される。修了研究は第 4 セ
メスタに実施され、学修期間は 6 ヶ月、修得
単位数は 30 単位である。学位授与審査委員
会は 3 人の教授で構成され、その内 1 名が委
員長となる。外部委員を招聘することは可能
であるが、通常は実施されない。修士論文提
出後開催される公聴会では、20 分～25 分の
口頭発表に引き続いて 10 分の口頭試問がな
される。入学したほとんどの学生が、途中で
学修を中断することなく、学位を取得する。
学位取得者の内約 80 %が企業へ就職し、残り
の約 20 %が博士課程へ進学する。 
博士課程の学生は、研究職員として雇用さ

れ、ほぼ 4 年から 5 年にわたり、指導教授の
指導のもとに研究に従事する。毎年 1 回、研
究の進捗状況報告書を指導教授に提出する。
最終的に研究成果を博士論文としてまとめ
るが、その執筆には、ドイツ語、フランス語、
イタリア語あるいはレトロマンス語のいず
れか 1 ヶ国語が使用される。博士論文に係る
研究以外に、セミナー、コロキュウムおよび
学生用に設定された特別コース、教授学、管
理・人格涵養などを含む科目の中から 12 単
位以上を取得しなければならない。学位授与
審査委員会は、博士論文と公聴会の審査結果
に基づいて、学位授与の可否を決定する。博
士論文の審査においては、学術的内容だけで
なく、言語学的側面も対象となる。学外委員
を招聘することはできるが、必須ではない。
審査委員会は 3 人～7 人の委員で構成され、
そのうち少なくとも 2 人以上が学外委員でな
ければならない。指導教授は、かならず審査
委員となる。公聴会では、英語あるいはドイ
ツ語により、40 分の口頭発表に引き続き 50
分の口頭試問が行われる。学位申請にあたり、
博士論文の重要な内容を含む 2 編～3 編の論
文を権威ある学術誌上に予め公表しておく
ことが強く推奨されている。 
 
（４）フランス・オルレアン大学  
 オルレアン大学では、法学、経済、経営、
芸術、人文科学など工学を除く多くの分野で
BMD システムが導入されている。法律によ
り、入学者選抜試験の実施は禁止されており、
希望者全員が入学し、その半数程度の学生が
1 年修了時に退学する。しかし、工学分野で
は、これとは大きく異なり、グランド・ゼコ
ール準備級－修士課程－博士課程の 3 段階か
らなる従来どおりの制度に則った工学教育
および学位授与審査が実施されている。後期



中等学校を優秀な学業成績で終了し、バカロ
レアを取得した後、グランド・ゼコール準備
級の入学者選抜試験に合格した学生は、そこ
で 2 年間、科学領域に属する基礎科目群を中
心に学修する。その後、オルレアン大学理工
科学校（理工科学校）の厳しい入学者選抜試
験に合格した学生は、3 年間の工学専門教育
を受ける。１年間は 2 セメスタからなり、1
セメスタで 30 単位（ECTS）、１年間で 60 単
位、3 年間で 180 単位の単位を修得する。博
士課程への進学を希望する学生は、この外に
1 セメスタの研究トレーニングが必要である。
修士の学位授与審査委員会委員長は研究部
長であり、審査委員に外部の研究者を招聘す
る必要はない。公聴会は 30 分間行われ、最
終筆記試験は実施されない。理工科学校では、
初年度登録学生のほぼ全員が学位を取得し、
そのうち約75 %が企業へ就職し、残り約15 %
が博士課程へ進学する。 
博士課程の工学教育および学位授与審査

において重要な役割を担うのは、オルレアン
大学科学技術博士学院（科学技術博士学院）
である。オルレアン大学はもとより、大学以
外の研究機関が参加し、互いに連携しながら、
教育研究を担当している。中でも、オルレア
ン大学に隣接する国立学術研究センタ
(CNRS)オルレアンは、卓越した地位を保ちな
がら、オルレアン大学の教育研究に深く関わ
っている。科学技術博士学院は、オルレアン
大学論文憲章に則り、博士学院理事会の主導
のもとに、学位授与に係る日常業務の円滑な
遂行を行う。理事会はオルレアン大学教授ま
たは CNRS オルレアンの研究者で構成され、
博士論文審査に係る件、奨学金受給学生の決
定、特別講義の調整、指導教授と学生間の調
整および標準研究期間の順守など、博士学院
における重要な任務を担っている。 
博士課程への入学は、研究指導教員および

研究室長の意見に基づく理事長の提案によ
り大学長が許可するが、通常、研究費の裏付
けが必要である。なお、入学資格は修士の学
位を取得していることであり、修士課程での
学業成績および学位論文が判断資料として
利用されることはほとんどなく、筆記試験に
よる入学者選抜は行われない。入学後、学生
は研究室に所属し、研究指導教員のもとで研
究を行うが、標準学修期間は 3 年である。研
究指導教員は、オルレアン大学教授または研
究指導資格を有するCNRSオルレアンの研究
者である。一人の研究指導教員が指導できる
学生数には上限が設けられている。論文作成
には単位が割り当てられない。博士論文原稿
の執筆および公聴会で使用する言語は、国の
法令により、フランス語でなければならない。
博士論文が提出されると、研究指導教員が 2
名の論文査読者を推薦し、理事会へ提出した
後、承認を得る。論文査読者は博士論文を査
読し、可否を付した査読報告書を理事会へ提
出する。研究指導教員が学位授与審査会委員
を推薦し、理事会の承認を得る。審査委員会

は 3 名～8 名の委員で構成され、そのうち半
数以上が学外委員でなければならない。公聴
会では、フランス語により 45 分の口頭発表
がなされる。審査基準に関する規定はなく、
最終筆記試験は実施されない。なお、学位申
請時にその主要な部分に関する査読付論文
を権威ある学術雑誌上に掲載しておくとい
う制度は公式には存在しない。 
 オルレアン大学が、ヨーロッパの他の工学
系大学と大きく異なる点として、BMD シス
テムを導入せず、グランド・ゼコール準備級
と理工科学校の 5 年間を合わせた教育により、
第 1 学位である修士の学位を授与することを
目標に掲げていること、入学者選抜試験によ
り優秀な学生のみ受け入れていること、なら
びにCNRSオルレアンが卓越した地位をと持
ちながらオルレアン大学の教育と学位授与
審査に深くかかわっていることなどが指摘
できる。 
 なお、著者らが工学教育について調査した
範囲内では、オルレアン大学はもとより、ウ
イーン工科大学を含むヨーロッパの各大学
の教授ならびに企業研究者がこぞって、ボロ
ーニャ宣言に基づく新しい教育制度の導入
に反対であった。今後、この新しい教育制度
が定着するのか、従来のディプロム課程－博
士課程に回帰するのか、それとも別の新しい
教育制度導入に向けて進むのかその動向が
注目される。 
 
（５）国際比較 
 ヨーロッパの中でも比較的類似の学修構
造を有する連邦工科大学チューリッヒ校
(ETHZ)、ウイーン工科大学(TUW)およびデン
マーク工科大学(DTU)の 3 大学と東京大学
(UT)の修士課程および博士課程における学
位授与審査の国際比較を行った。 
修士課程における主要項目の比較を表 1 に

示す。前述したように、表中の数値は、同一
大学でも学部、学科あるいは研究室により異
なる場合がある。入学者選抜試験は、ヨーロ
ッパの 3 大学では課せられないが、UT では
実施される。学修期間は 4 大学とも 2 年間で
あるが、総単位数は UT が他の大学に比べて
4 分の 1 程度と極端に少ない。総単位数に占
める修士論文の単位数の割合は 4 大学で大差
がないが、修士論文のための研究期間はヨー
ロッパの 3大学に比べてUTが 3倍程度長い。
このように、修士論文の研究期間が長いにも
かかわらず相当する単位数が少ないのが、UT
をはじめとする日本の工学系大学院の特徴
であり、研究室教育に重点が置かれている一
つの査証といえよう。学位授与に係る審査委
員数は UT のみが 1 人で、他の大学は 2 人～3
人である。また、DTU のみが外部審査委員の
招聘を必須としている。公聴会における口頭
発表時間については、UT の 15 分は他の 3 大
学の20分～30分に比べてやや短いと言える。
口頭試問時間は、UT が 10 分とこれら 4 大学
の内で一番短い。DTU の口頭試問時間は 60



分と他大学よりも長く、口頭試問に力を注い
でいるようである。学位取得者の内企業へ就
職する者の割合については、ETHZ、DTU お
よび UT で 80 %であり、TUW では 40 %と他
大学に比べて低い。 
 博士課程における学位授与審査に係る主
要項目の比較を表 2 に示す。いずれの 4 大学
とも、原則として入学者選抜試験を課してい
ない。標準学修期間は 3 年であるが、ヨーロ
ッパの 3 大学ではそれよりもやや長いのが実
情のようである。学位授与に係る審査委員会
の委員数は、3 人～7 人程度であり、大学間
で大差がないといえる。外部審査委員の招聘
について、大学間で差が見受けられる。ETHZ
では招聘可能であるのに対して、TUW では
強く推奨され、DTU および UT では外部審査
委員の招聘が必須となっている。学位申請時
に、博士論文の主要な内容を含む論文を権威
ある査読付学術誌上に予め掲載しておくこ
とは、いずれの大学でも公式的には必要とさ
れないが、実際には 3 編から 5 編程度の論文
が掲載されているのが実情である。論文数は
学部、専攻はもとより指導教員により異なる
ので、大学による顕著な差はないと考えられ
る。公聴会における口頭発表時間は 40 分～
50 分であり、大学間で大差はない。口頭発表
に引き続いて行われる口頭試問の時間は、
ETHZ、TUW および UT で 40 分～50 分であ
り、DTU ではそれより長く 135 分以内とされ
ている。学位取得後、企業へ就職する学生の
割合は、ETHZ で約 60 %～約 70 %、TUW で
約 80 %～約 90 %、DTU で約 90 %である。こ
れに対して、UT では 30 %であり、ヨーロッ
パの 3 大学に比べて企業への就職率が低いこ
とが分かる。また、ヨーロッパの 3 大学では
学生に対して給与が支給されるが、UT では
多くの場合支給されない。 
 
 
  表 1 修士の学位授与審査比較 
 

 ETH TUW DTU UT 

入学試験 なし なし なし あり 

学修期間・年 2 2 2 2 

総単位数 90/120 120 120 30 

研究期間・月 6 6 5 15 

同上単位数 30 30 30-50 8 

審査委員・人 3 3 ＞2 1 

外部委員 なし なし 必須 なし 

発表時間・分 20-25 20-30 20-30 15 

試問時間・分 10 ＜30 60 10 

企業就職・% 80  40 80 80 

 
 

 
   表 2 博士の学位授与審査比較 
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